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香
美
郡
鉢
ヶ
森
大
山
祇
神
社
、
高
岡
郡
越
知
町
横
倉
山
、
土
佐
郡
本
川
郷
稲
村
山
行
在
所
、
吾
川
郡
池
川
町
椿
山
行
在
所
、
吾
川
郡
奥

名
野
川
、
高
岡
郡
別
府
都
行
在
所
、
長
岡
郡
大
豊
町
王
亡
吐
山
（
大
星
山
）
等
御
陵
参
考
地
を
は
じ
め
行
在
所
、
潜
行
地
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
勿
論
正
史
の
上
で
は
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
帝
を
抱
い
て
入
水
し
た
按
察
局
及
び
皇
母
建
礼
門
院
が
救
助
さ
れ
て
い
る
。
幼
帝

等
で
あ
る
が
、
県
内
で
は
、

地
に
あ
り
、
特
に
御
陵
巷

名
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、

「
吾
妻
鏡
」
元
暦
二
年
三
月
二
十
四
日
（
二
八
五
こ
の
年
八
月
文
治
と
改
元
）
の
条
に

二
十
四
日
丁
未
長
門
国
赤
間
関
壇
浦
海
上
に
於
て
源
平
相
逢
ひ
、
各
を
三
丁
を
隔
て
て
舟
船
を
漕
ぎ
向
ふ
、
平
家
五
百
余
綾
を
三
手
に
分
け
山
峨
兵

藤
次
秀
遠
、
並
び
に
松
浦
党
を
以
て
将
軍
と
な
し
、
源
氏
の
将
師
と
挑
戦
す
。
午
魅
に
及
ん
で
平
氏
遂
に
敗
傾
す
。
二
品
禅
尼
宝
剣
を
持
し
、
按
察

局
（
あ
ぜ
ち
の
っ
ぽ
ね
）
先
帝
（
安
徳
天
皇
春
秋
八
才
）
を
抱
き
奉
り
共
に
以
て
海
底
に
没
す
。
建
礼
門
院
水
に
入
り
た
も
う
の
処
、
渡
辺
党
源
五
馬
允

熊
手
を
以
て
之
を
取
り
奉
る
。
按
察
局
同
じ
く
存
命
す
。
但
し
先
帝
は
遂
に
浮
ば
し
め
た
ま
わ
ず
、
若
宮
は
御
存
命
と
」
云
々

正
史
に
は
こ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
に
は
安
徳
天
皇
非
入
水
説
が
や
か
ま
し
く
論
議
せ
ら
れ
、
従
っ
て
御
潜
行
地
が
各

に
あ
り
、
特
に
御
陵
墓
参
考
地
、
同
伝
説
地
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
が
県
内
外
に
十
数
ヶ
所
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
そ
の
著

対
馬
久
根
田
舎
村
大
内
山
陵
、
薩
摩
国
河
辺
郡
硫
黄
島
、
播
磨
国
宍
粟
郡
マ
ガ
リ
村
、
因
幡
国
法
美
郡
国
益
村
、
摂
津
国
能
勢
郡
出
野
村
岩
崎
山
、

難
の

肥
後
国
球
摩
郡
球
摩
、
阿
波
国
三
好
郡
山
城
谷
、
阿
波
国
美
馬
郡
祖
谷
、
豊
前
国
隠
蓑
の
里
安
徳
奄
、
長
門
国
豊
浦
郡
地
吉
村
丸
尾
山
、
長
門
国
下

関
阿
弥
陀
寺
、
肥
後
国
五
家
荘
、
肥
前
国
川
上
山
、
日
向
国
新
院
塚
。

一
平
家
の
滅
亡
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さ
て
元
暦
の
年
三
月
（
二
八
五
）
屋
島
の
浦
の
戦
に
破
れ
た
平
家
は
、
再
挙
を
期
し
て
西
海
に
漂
う
た
が
、
時
に
九
州
豊
後
で
は
範

頼
が
大
兵
を
擁
し
て
そ
の
退
路
を
待
ち
う
け
た
。
平
家
は
の
が
る
る
に
途
な
く
遂
に
天
皇
を
奉
じ
て
四
国
に
上
陸
し
た
。
そ
の
時
阿
波
国

三
好
郡
山
城
谷
栗
山
城
主
田
口
良
成
（
阿
波
民
部
重
能
と
も
云
う
）
は
、
知
盛
始
め
平
家
の
諸
将
と
謀
議
し
、
成
良
は
源
氏
に
降
伏
し
た
風
を

よ
そ
お
い
、
天
皇
は
じ
め
平
家
一
門
悉
く
入
水
せ
し
如
く
見
せ
か
け
、
同
月
二
十
八
日
成
良
自
ら
天
皇
に
供
奉
し
て
己
が
居
城
た
る
山
城

谷
に
導
き
奉
り
二
ヶ
月
の
間
御
潜
在
の
後
、
阿
波
の
祖
谷
山
に
潜
幸
、
や
が
て
香
美
郡
韮
生
山
に
遷
り
（
韮
生
御
在
所
山
）
さ
ら
に
松
尾
越

え
を
し
て
河
又
、
八
畝
を
過
ぎ
吉
野
川
を
測
り
、
土
佐
郡
森
村
宮
古
野
、
大
川
村
平
家
平
、
本
川
村
日
の
浦
同
村
休
場
、
戸
中
稲
叢
（
村
）

山
、
大
森
操
ヶ
滝
、
越
裏
門
、
奥
南
川
殿
小
舎
、
吾
川
郡
池
川
町
椿
山
に
至
り
、
滝
本
軸
之
進
の
奉
仕
に
よ
っ
て
行
在
所
が
設
け
ら
れ
、

こ
こ
に
御
潜
在
の
後
或
る
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
同
郡
奥
名
野
川
に
移
り
、
さ
ら
に
別
枝
都
に
一
ヶ
年
余
行
在
せ
ら
れ
文
治
三
年
（
二

八
七
）
八
月
平
知
盛
、
平
経
盛
、
平
業
盛
、
平
資
盛
、
乳
母
虎
岡
姫
、
門
脇
中
納
言
教
盛
、
田
口
成
良
、
小
松
新
三
位
中
将
助
盛
、
小
松

少
将
有
盛
、
左
馬
守
行
守
、
高
倉
園
之
助
康
清
他
七
十
七
名
を
随
え
ら
れ
高
岡
郡
越
知
町
横
倉
山
の
行
宮
に
遷
行
せ
ら
れ
、
正
治
二
年
庚

申
八
月
八
日
御
年
二
十
三
歳
を
以
っ
て
崩
去
さ
れ
横
倉
山
上
鞠
ヶ
岡
に
葬
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

横
倉
山
御
陵
墓
に
つ
い
て
、
宮
内
省
等
の
達
し
書
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

の
み
行
方
が
知
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
平
家
伝
説
の
重
み
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
、
明
治
十
六
年
四
月
五
日
宮
内
省

其
県
下
土
佐
国
高
岡
郡
越
知
村
横
倉
山
鞠
ノ
奈
路
古
墳
地
ノ
儀
ハ
御
陵
墓
ノ
見
込
有
之
二
付
当
省
所
轄
に
附
シ
候
各
自
今
保
存
方
適
宜
取
計
可
申

此
旨
相
達
候
事
但
シ
地
域
等
之
見
込
相
立
坪
数
字
番
号
一
廉
限
リ
取
調
実
測
図
面
相
添
可
伺
出
且
民
有
地
之
分
ハ
買
上
之
積
リ
ヲ
以
ツ
テ
代
価
取

㈲
平
家
一
門
阿
波
、
土
佐
に
潜
行
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但
シ
境
内
二
異
状
有
之
節
〈
其
都
度
届
出
ベ
シ

横
倉
山
御
陵
墓
伝
説
地
掃
除
之
儀
別
紙
積
算
之
通
リ
以
ツ
テ
其
村
織
田
真
吉
方
へ
為
引
受
候
条
本
人
へ
御
示
達
之
上
諸
事
御
監
督
有
之
度
依
命
此

段
申
進
候
也
但
シ
柵
内
鍵
壱
個
御
送
附
候
御
到
着
ノ
上
ハ
御
一
報
有
之
度
且
掃
除
料
ノ
儀
〈
追
而
会
計
課
ヨ
リ
送
附
ノ
筈
二
候
条
此
段
申
添
候
也

こ
の
よ
う
に
横
倉
山
は
、
明
治
十
六
年
よ
り
諸
調
査
が
進
め
ら
れ
、
明
治
十
八
年
九
月
十
八
日
宮
内
省
よ
り
御
陵
墓
伝
説
地
に
指
定
さ

れ
そ
の
後
昭
和
三
年
陵
墓
参
考
地
に
昇
格
さ
れ
た
。

安
徳
帝
に
供
奉
し
た
平
家
の
一
門
お
よ
び
そ
の
家
の
子
郎
党
は
、
阿
波
山
城
谷
栗
山
城
に
来
っ
た
時
は
三
百
余
名
で
あ
っ
た
と
云
う

一
、
明
治
十
八
年
四
月
四
日
内
務
省

其
県
管
下
土
佐
国
高
岡
郡
越
知
村
横
倉
山
鞠
ノ
奈
路
官
有
地
第
一
種
反
別
五
町
二
反
二
十
四
歩
立
木
共
宮
内
省
所
轄
二
附
ス
ル
儀
許
可
相
成
候
旨

其
筋
ヨ
リ
達
相
成
候
条
地
種
反
別
等
成
規
之
通
可
取
此
旨
相
達
候
事

一
、
明
治
十
八
年
九
月
十
八
日
宮
内
省

其
県
下
土
佐
国
高
岡
郡
越
知
村
有
之
御
陵
墓
見
込
地
ノ
儀
十
六
年
四
月
五
日
付
番
外
ヲ
以
ツ
テ
相
達
候
趣
モ
有
之
候
処
右
ハ
御
陵
伝
説
ト
相
唱
可

申
此
旨
相
達
候
事

一
、
明
治
十
九
年
四
月
二
十
四
日
諸
陵
頭
ヨ
リ
通
牒

十
九
年
度
御
陵
墓
二
属
ス
ル
経
費
予
算
別
紙
仕
訳
書
之
通
相
定
候
条
御
承
知
迄
二
御
通
牒
及
候
也

十
九
年
度
経
費
予
算
仕
訳
書

金
参
円
也
雇
給
御
陵
墓
伝
説
地
掃
除
人
夫
賃

金
六
円
也
御
陵
墓
諸
費
修
繕
費

一
、
明
治
十
九
年
五
月
十
二
日
宮
内
省
庶
務
課
通
知

其
村
横
倉
山
字
鞠
ノ
奈
路
御
陵
墓
伝
説
地
ノ
儀
ハ
宮
内
省
所
轄
二
属
セ
ラ
レ
保
存
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
諸
般
不
都
合
無
之
様
取
締
方
可
致
此
旨
相
達

候
事

調
申
出
事



第5章源平盛衰時代143

そ
の
間
平
家
一
門
の
う
ち
平
斗

の
祖
と
な
り
、
二
男
越
後
守
国
酔

荘
に
移
っ
て
久
保
姓
を
名
乗
る
。

大
豊
は
東
は
祖
谷
山
に
接
し
、

は
当
然
松
尾
峠
を
越
え
河
又
、
汀

鍵
ｵ識潔罫寵蕊鋪鐸ミ

肝I‐~ずIFJ1口-円qIﾜｰﾆｺ

鯉識鰯職;瀧蕊謝鰯溌鍵： 群予雛恐ア 溌識[認騨識

大
豊
は
東
は
祖
谷
山
に
接
し
、
南
は
韮
生
郷
に
連
な
り
、
ま
た
、
韮
生
御
在
所
山
行
在
所
よ
り
土
佐
郡
本
川
村
に
移
ら
れ
た
際
の
通
路

は
当
然
松
尾
峠
を
越
え
河
又
、
八
畝
を
通
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
従
っ
て
平
家
は
何
時
の
日
か
の
再
挙
を
期
し
て
、
潜
行
途

中
の
要
所
に
家
の
子
郎
党
を
止
め
て
そ
の
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
山
城
谷
に
粥
ち
て
き

が
、

横
倉
山
に
お
ち
つ
い
た
時
は
八
十
余
名
で
あ
っ
た
と
い
う
。

の
間
平
家
一
門
の
う
ち
平
教
盛
、
そ
の
一
族
は
韮
生
五
在
所
山
に
没
し
、
そ
の
三
男
能
登
守
教
経
は
安
芸
郡
魚
梁
瀬
に
入
り
門
脇
氏

と
な
り
、
二
男
越
後
守
国
盛
は
祖
谷
山
に
と
ど
ま
り
阿
佐
荘
に
居
り
阿
佐
氏
の
祖
と
な
る
。
国
経
の
後
六
代
貞
吉
に
至
り
韮
生
久
保

》
鵡
騨
誌

渡辺城M

､謡.識顎群,:,,舞鞍引霧.認.-.9'･雑v･群 ﾛ命…鈍辞一 ?謀:f･',･ず

毛
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
山
城
谷
に
落
ち
て
き

た
時
は
三
百
余
名
で
あ
っ
た
も
の
が
横
倉

山
に
お
ち
つ
い
た
時
は
八
十
余
名
で
あ
っ

た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
今
豊
永
に
二
谷
・
阿

吐
佐
・
西
村
・
渡
辺
の
姓
が
多
い
こ
れ
ら
は

戊如
皆
平
家
落
人
の
子
孫
と
い
う
。
三
谷
氏
の

子
先
祖
は
桓
武
平
氏
の
一
族
代
々
京
の
三
谷

津三
に
住
し
姓
を
三
谷
と
改
む
、
そ
の
一
族
三

谷
飯
盛
な
る
も
の
家
従
と
共
に
文
沿
三
年

夏
豊
永
郷
岩
屋
谷
に
落
ち
来
り
後
西
峰
土

居
に
移
り
住
む
に
始
ま
る
と
（
災
派
状
部
地

検
帳
に
あ
る
筏
木
名
に
給
地
の
あ
る
三
谷
二
郎
三
郎
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は
そ
の
後
で
あ
ろ
う
）
ま
た
、
小
松
内
大
臣
重
盛
の
喬
小
松
采
女
之
助
な
る
も
の
、
西
峰
に
逃
れ
き
て
三
谷
に
住
し
て
姓
を
三
谷
と
改
む
と
、

ま
た
、
丸
野
九
郎
兵
衛
な
る
も
の
三
谷
丸
野
に
住
し
三
谷
の
姓
を
名
乗
り
丸
野
系
三
谷
の
始
祖
と
な
る
。
国
盛
（
後
教
経
）
の
子
孫
と
い
う

阿
佐
氏
は
祖
谷
山
に
繁
栄
し
そ
の
一
派
西
峰
に
分
住
し
阿
佐
氏
の
祖
と
な
る
。
ま
た
、
西
村
掃
部
と
い
う
も
の
文
治
の
頃
八
畝
河
又
に
落

ち
来
り
地
蔵
堂
を
建
立
し
て
永
住
の
地
と
し
代
々
掃
部
を
名
乗
り
そ
の
子
孫
怒
田
、
西
峰
方
面
に
分
住
す
と
。
ま
た
、
平
氏
の
残
党
渡
辺

高
右
衛
門
は
中
内
の
上
の
渡
辺
の
城
に
来
っ
て
数
年
立
こ
も
り
、
敵
の
寄
せ
く
る
事
も
な
い
の
で
そ
の
一
族
次
第
に
中
内
・
川
井
・
三
子

野
・
西
峰
方
面
に
分
住
し
た
と
い
う
。

平
家
一
門
お
よ
び
そ
の
残
党
が
落
ち
て
き
て
我
が
大
豊
の
地
に
定
着
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
に
、

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
八
月
書
写
豊
楽
寺
奉
納
大
盤
若
経
奥
書
に

応
永
二
年
（
一
三

西
峰
住
人
平
盛
政

と
あ
る
。

神
亀
元
年
（
七
二
四
）
僧
行
基
に
よ
っ
て
、
寺
内
に
豊
楽
寺
、
粟
生
に
定
福
寺
と
二
大
寺
院
の
開
創
に
よ
っ
て
、
僧
侶
に
よ
る
文
化
が

も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
第
一
段
と
す
れ
ば
、
西
村
自
登
氏
の
説
に
よ
る
、
孝
謙
天
皇
の
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
八
月
に
京
師
の
亜
頚

十
七
人
を
土
佐
・
伊
豆
・
隠
岐
の
三
国
に
配
流
し
た
。
そ
の
内
五
人
が
土
佐
の
河
又
に
配
流
さ
れ
、
従
者
七
人
を
伴
っ
て
い
た
よ
う
で
そ

の
墓
も
あ
る
と
い
う
。
当
時
の
亜
頚
は
可
な
り
高
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
彼
女
等
が
大
豊
の
開
発
に
大
き
な
指
導
力
を
発
揮
し
た
と

論
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
こ
の
丞
頚
等
の
来
郷
を
も
っ
て
第
二
段
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
第
三
段
と
し
て
、
平
家
の

二
落
人
と
文
化
の
発
達
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美
来
天
皇
南
大
王
の
上
に
福
島
神
社
が
あ
る
。
平
家
壇
浦
に
敗
戦
後
能
登
守
教
経
、
安
徳
天
皇
に
従
い
て
此
の
地
に
来
る
時
、
帝
の
衣

裳
目
も
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
美
し
か
っ
た
の
で
里
人
等
帝
の
こ
と
を
美
来
天
皇
と
申
し
奉
っ
た
と
、
祭
神
は
即
ち
天
皇
な
り
と
い
う
。

（
一
説
に
「
ベ
ン
テ
ィ
様
」
と
称
し
天
皇
の
御
母
な
り
と
も
云
う
）
大
王
の
地
名
も
こ
れ
に
よ
っ
て
起
る
。
南
大
王
と
は
中
村
大
王
に
対
し
て
云
う

と
。
天
皇
は
此
地
で
崩
じ
た
と
も
云
う
。

鉾
天
神
怒
田
部
落
の
氏
神
を
鉾
天
神
社
と
い
う
。

鉾
天
王
、
天
皇
と
関
係
な
き
や
と
い
う
。

高
山
神
社
高
山
神
社
は
、
柚
木
岩
倉
山
に
あ
る
。

落
人
等
に
よ
る
文
化
の
発
展
を
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

平
家
滅
亡
の
後
、
源
頼
朝
は
鎌
倉
に
幕
府
を
開
き
、
諸
国
に
守
護
地
頭
職
を
お
い
て
、
武
家
政
治
の
諸
制
度
を
す
す
め
た
が
、
平
家
の

残
党
追
捕
も
き
び
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

や
が
て
彼
等
が
奉
じ
再
挙
を
夢
見
た
安
徳
天
皇
も
越
知
村
横
倉
山
鞠
ヶ
奈
路
の
行
在
所
で
正
治
二
年
（
一
二
○
○
）
庚
申
八
月
八
日
御

年
二
十
三
歳
を
以
っ
て
崩
せ
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
事
も
落
人
達
に
伝
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
世
の
無
情
を
感
じ
つ
つ
も
も
は
や
父
祖

の
武
名
を
語
ら
ず
、
弓
取
る
手
に
鋤
鍬
を
持
っ
て
着
之
と
大
自
然
の
開
拓
を
つ
づ
け
、
王
朝
文
化
の
扶
植
に
つ
と
め
た
で
あ
ろ
う
。
大
豊

の
文
化
は
国
府
を
経
て
伝
わ
っ
た
文
化
で
な
く
、
京
都
直
輸
入
の
文
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
村
の
方
言
や
風
習
に
王
朝
時
代
の
遺
風
を

今
に
止
め
て
お
り
、
一
条
氏
に
よ
っ
て
栄
え
た
中
村
文
化
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

三
大
豊
に
の
こ
る
落
人
の
伝
説
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屋
島
の
戦
に
破
れ
た
平
家
の
落
武
者
、
阿
州
祖
谷
山
よ
り
韮
生
を
経
て
笹
ヶ
峰
を
越
え
、
蔭
の
打
置
き
の
城
に
来
た
時
、
里
人
等
山
賊

の
一
隊
が
現
れ
た
と
思
い
、
恐
れ
戦
き
、
こ
の
ま
ま
で
は
彼
の
賊
等
は
思
う
ま
ま
の
略
奪
を
す
る
や
も
知
れ
ん
と
て
、
手
を
供
き
て
傍

観
す
る
よ
り
、
か
く
ま
え
る
も
の
は
隠
す
が
良
い
と
各
自
家
倉
に
あ
り
し
穀
物
、
財
宝
を
老
若
男
女
の
別
な
く
担
ぎ
上
げ
て
、
神
社
境

内
に
あ
る
岩
屋
の
中
に
か
く
ま
っ
た
と
い
う
。
今
に
こ
の
岩
屋
を
岩
倉
と
よ
び
、
明
治
の
初
年
ま
で
は
神
社
名
も
岩
倉
神
社
と
称
し
た
。

三
子
野
城
三
子
野
に
城
山
が
あ
る
。
平
氏
の
残
党
数
百
人
篭
城
し
た
所
と
云
う
。

大
ポ
シ
山
大
ポ
シ
山
は
怒
田
の
南
方
香
美
郡
香
北
町
の
境
に
あ
る
高
山
で
、
安
徳
天
皇
此
処
に
行
在
し
給
い
て
遂
に
此
の
山
で
崩
じ
給

う
と
い
う
。
山
の
名
を
王
亡
吐
山
（
又
は
死
の
字
を
も
当
つ
と
）
と
も
云
う
。

こ
の
よ
う
に
大
ポ
シ
山
を
め
ぐ
る
。
八
畝
河
又
・
南
大
王
・
怒
田
・
三
子
野
・
柚
木
等
に
安
徳
天
皇
及
び
平
氏
の
残
党
に
ま
つ
わ
る
伝

説
が
か
ず
か
ず
あ
る
。
何
の
資
料
も
な
い
盲
説
と
は
い
え
、
祖
谷
山
の
阿
佐
氏
・
安
芸
郡
の
門
脇
氏
・
韮
生
の
小
松
氏
・
大
豊
の
三
谷
・

阿
佐
・
小
松
・
西
村
・
渡
辺
等
の
諸
氏
を
併
せ
考
え
る
時
、
ゑ
だ
り
に
棄
つ
く
き
で
な
く
後
世
に
伝
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
平
家
の
信
仰
が
厚
か
っ
た
熊
野
権
現
を
祭
る
神
社
が
多
い
、
粟
生
の
熊
野
神
社
・
西
峰
の
十
二
所
神
社
・
柚
木
・
三
子
野
・
蔭

の
在
宮
三
所
神
社
・
土
居
の
有
宮
三
所
神
社
・
漉
長
の
石
本
三
所
神
社
・
川
井
の
三
所
若
宮
神
社
等
前
述
の
平
家
残
党
及
び
伝
説
の
あ
る

部
落
は
殆
ん
ど
で
あ
る
。
殊
に
西
峰
の
十
二
所
神
社
は
西
峰
の
総
氏
神
で
、
三
谷
家
、
阿
佐
家
と
は
古
来
特
殊
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
。

思
う
に
彼
等
は
新
天
地
開
拓
に
そ
の
信
仰
の
厚
か
っ
た
熊
野
権
現
を
勧
請
し
て
鎮
守
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
所
権
現
は
熊
野
の
本
宮
・
新
宮
・
那
智
の
三
熊
野
の
合
記
を
意
味
し
そ
の
末
社
を
合
祭
す
れ
ば
十
二
所
権
現
で
三
所
或
は
十
二
所
と
称
し
何
れ
も
同
一
熊
野
権
現
で
あ
る
）

粟
生
の
熊
野
神
社
に
つ
い
て
は
別
説
あ
り
、
定
福
寺
守
護
神
と
し
て
勧
請
し
た
も
の
で
、
西
峰
方
面
の
三
所
、
十
二
所
神
社
と
は
別
で

あ
る
と
い
う
。
（
昭
和
九
年
発
行
藤
原
豊
安
著
安
徳
天
皇
御
史
蹟
及
び
松
高
明
輝
著
東
豊
永
小
史
、
高
知
県
史
古
代
中
世
編
に
よ
る
）

口
碑
に
よ
る
と
、
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源
平
の
争
乱
は
文
治
元
年
（
寿
永
四
年
二
八
五
）
の
壇
ノ
浦
海
戦
に
よ
っ
て
源
氏
の
大
勝
と
な
り
、
さ
し
も
一
門
の
公
卿
十
六
人
、

殿
上
人
三
十
余
人
、
諸
国
の
受
領
、
衛
府
、
諸
司
六
十
余
人
、
平
大
納
言
時
忠
を
し
て
、
「
此
一
門
に
あ
ら
ざ
ら
む
人
は
皆
人
非
人
な
る

べ
し
」
と
言
わ
し
め
た
平
家
一
門
の
栄
華
も
つ
い
に
終
り
を
告
げ
、
世
は
源
氏
の
時
代
と
な
る
。
こ
の
時
代
土
佐
に
は
、
源
義
朝
の
五
男

希
義
が
介
良
庄
へ
流
さ
れ
て
二
十
年
の
後
伊
豆
の
蛭
ヶ
小
島
に
流
さ
れ
て
い
た
兄
頼
朝
が
以
仁
王
の
令
旨
を
奉
じ
て
兵
を
あ
げ
る
こ
と
に

な
る
〕
介
良
庄
に
い
た
希
義
も
当
然
兄
の
挙
兵
に
呼
応
す
べ
き
人
で
あ
る
が
、
兵
を
動
か
す
こ
と
な
く
年
越
山
で
敗
死
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
「
吾
妻
鏡
」
寿
永
元
年
九
月
二
十
五
日
の
条
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

（
義
朝
）

廿
五
日
英
巳
土
佐
冠
者
希
義
は
、
武
術
（
頼
朝
）
の
弟
な
り
。
細
州
蛎
去
永
暦
元
年
、
故
左
典
厩
の
縁
座
に
依
っ
て
当
国
介
良
庄
に
配
流
の

処
、
近
年
武
衛
、
東
国
に
於
て
義
兵
を
挙
げ
給
ふ
の
間
合
力
の
疑
有
り
と
称
し
て
、
希
義
訣
す
可
き
の
由
、
平
家
下
知
を
加
ふ
。
価
っ
て
故
小
松

（
重
盛
）

内
府
の
家
人
蓮
池
権
守
家
綱
、
平
田
太
郎
俊
遠
略
併
脳
国
功
を
顕
さ
ん
が
為
、
希
義
を
襲
は
ん
と
擬
す
。
希
義
日
頃
夜
須
七
郎
行
家
吐
棚
の
と
約
諾

の
旨
あ
る
に
依
っ
て
、
介
良
城
を
辞
し
、
夜
須
庄
に
向
ふ
。
時
に
家
綱
、
俊
遠
等
、
吾
川
郡
年
越
山
に
追
ひ
到
っ
て
、
希
義
を
訣
し
誰
ん
ぬ
。
行
家

は
、
又
家
綱
等
、
希
義
を
囲
む
の
由
之
を
聞
及
び
、
相
扶
け
ん
が
為
に
、
件
の
一
族
等
馳
向
ふ
の
処
、
野
の
宮
の
辺
に
於
て
、
希
義
訣
せ
ら
る
る

の
由
を
聞
き
空
し
く
以
て
帰
り
去
る
。
而
し
て
家
綱
、
「
俊
遠
」
等
、
又
行
家
を
討
た
ん
と
す
る
の
間
、
船
を
粧
ひ
、
一
族
之
に
相
乗
り
て
、
仏
崎

は
か

ょ
り
海
上
に
浮
び
逃
亡
す
。
家
綱
等
其
の
船
津
に
馳
せ
到
り
、
先
づ
行
家
を
度
ら
ん
が
為
、
二
人
の
使
者
を
行
家
の
船
に
遣
わ
し
て
、
談
合
す
べ

き
事
あ
り
、
来
臨
す
可
き
の
由
を
称
す
。
行
家
家
綱
等
の
造
意
を
察
せ
し
め
、
二
人
の
使
者
の
首
を
斬
り
、
船
に
樟
し
て
紀
井
の
国
に
赴
く
と
。

源
氏
と
大
豊
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
資
料
、
伝
承
共
に
な
い
の
で
、
在
地
豪
族
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
た
か
わ
か
ら
な
い
。

一
云
一
云

四
源
氏
と
大
豊
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平
家
滅
亡
に
よ
っ
て
、
世
は
源
氏
の
天
下
と
な
り
頼
朝
は
鎌
倉
に
幕
府
を
開
き
、
諸
国
に
守
護
、
地
頭
を
置
き
、
関
東
有
力
御
家
人
を

も
っ
て
補
任
し
、
そ
の
職
務
を
行
な
わ
せ
た
。
守
護
人
の
職
務
は
謀
叛
人
、
殺
害
人
の
逮
捕
、
大
番
催
促
等
の
任
務
で
あ
っ
た
。

さ
た
し
づ
め

さ
て
最
初
の
土
佐
守
護
は
、
梶
原
朝
景
で
文
治
二
年
土
佐
へ
派
遣
さ
れ
、
頼
朝
の
厳
命
に
よ
っ
て
、
土
佐
国
内
の
「
沙
汰
鎮
」
を
し
た

と
「
吾
妻
鏡
」
に
あ
る
。
つ
い
で
、
佐
灸
木
経
高
が
阿
波
・
土
佐
・
淡
路
三
国
の
守
護
と
な
っ
た
が
、
承
久
の
乱
に
後
鳥
羽
上
皇
の
召
に

応
じ
て
、
院
の
御
所
に
参
じ
た
。
戦
は
上
皇
方
が
破
れ
佐
々
木
経
高
は
京
都
の
合
戦
で
自
殺
し
た
。
乱
後
の
守
護
と
し
て
戦
功
の
あ
っ

た
、
信
濃
の
小
笠
原
長
清
が
補
任
せ
ら
れ
そ
の
子
長
経
は
信
濃
へ
帰
り
、
弟
長
房
が
守
護
職
を
つ
い
だ
。
小
笠
原
氏
は
清
和
源
氏
庶
流
で

武
田
と
な
ら
ぶ
名
族
で
あ
る
。
大
豊
の
源
氏
と
の
つ
な
が
り
は
こ
の
時
代
に
は
じ
ま
り
、
吉
野
朝
時
代
に
宮
方
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に

な
る
。
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